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２月授業参観の実施の判断について 

 

 平素より、本校の教育活動にご理解、ご協力いただきまして、ありがとうございます。 

現在、県内においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて、長野県が政府に

まん延防止等重点措置を要請し、２月 20日までの間、正式に適用となりました。 

また、本校において、学年閉鎖の判断をした学年があり、予断を許さない状況であります。 

 

先日、１月 18 日付で２月授業参観の延期をお願いしたところでありますが、このような状況下

において、２月授業参観の実施に際して、子どもたちを守ることを最優先とし、下記のとおり、

判断をいたしました。保護者の皆様には、ご理解、ご協力を賜りたいと存じ上げます。 

 

記 

 

低学年授業参観（２月１８日実施予定）  中止 

 実施予定日が、まん延防止等重点措置の期間とされている２月 20 日までの間となる。また、こ

れ以降の日程の調整が難しいこと、延期した場合の期日で、感染警戒レベルが引き下がるかどう

か判断ができないことから、中止といたします。 

 なお、ＰＴＡ役員決め、児童館役員決めについては、改めて日程を調整し、短時間、学校に集

まっていただき、会議の時間を設定していくように考えております。詳細は、決定次第、ご連絡

いたします。 

 

 

高学年参観日（２月２５日実施予定）  実施の見通し 

 実施予定日が、まん延防止等重点措置の期間とされている２月 20 日以降となる。特に、６年生

にとっては、小学校生活最後の授業参観となることから、実施の判断を実施日の１週間前にいた

したいと考えております。なお、まん延防止等重点措置が解除されない場合、または、県の感染

警戒レベルが４以上の場合においては、中止の判断をする場合もございます。ご理解をお願いい

たします。 
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